
令和４年２月２２日 

 

議会運営委員会の概要 

 

１ 議会運営委員会発議の意見書（案）について 

 ・島津委員長から、議会運営委員会発議の意見書（案）は、資料「豪雪災害に対する支

援の拡充を求める意見書」のとおりとする旨の説明があり、了承された。 

 

２ 発言通告及び質問要旨について 

 ・議事調査課長から、資料「発言通告及び質問要旨」のとおり通告書の提出があった旨

の説明があり、了承された。 

 

３ 議事日程第２号、第３号、第４号及び第５号について 

・議事調査課長から、資料「会議順序表」等により２月２２日、２５日、２８日及び３

月１日の議事日程の説明があり、了承された。 

 

４ 予算特別委員会の質疑者について 

 ・議事調査課長から、資料「予算特別委員会の質疑者一覧表」のとおり連絡があった旨

の報告があり、了承された。 

 

５ 山形県議会定数等検討委員会及び新型コロナウイルス感染症対策特別委員会の開催に

ついて 

 ・議事調査課長から、資料「山形県議会定数等検討委員会の開催について（案）」及び

「新型コロナウイルス感染症対策特別委員会の開催について（案）」のとおり、それ

ぞれ委員長から委員会開催の申し出があった旨の説明があり、了承された。 

 

６ その他 

（１）可動式ディスプレイを使用した予算特別委員会の質疑について（試行）  

 ・議事調査課長から、資料「可動式ディスプレイを使用した予算特別委員会の質疑につ

いて（試行）」により説明があり、了承された。 

 

（２）新型コロナウイルス感染症への対応について 

 ・防災くらし安心部長から、資料「新型コロナウイルス感染症に係る本県の各種指標の

推移」等により、新型コロナウイルス感染症への対応について報告があった。 

 

（３）今冬の雪による被害状況等について 

 ・防災くらし安心部長から、資料「今冬の雪による被害状況等について」により報告が

あった。 

 

 



（４）その他 

【発言概要、質疑等】 

（木村委員）昨日、未明から大雪であったが、県庁の手前から県庁内に入るまで１時間程度か

かった。交通渋滞を招いた原因は何か。また、県庁職員のみならず、県庁利用者や近

隣住民にまで迷惑をかけたと思うが、近隣からの問い合わせの状況及び今後の対応は

どうか。 

    ⇒（総務部長）ご迷惑をおかけした。お詫び申し上げる。除雪の判断は午前０時の時

点で行っており、３ｃｍ程度であったことから除雪は不要と判断した。しかし、早朝

にどっと降り、至急対応したが間に合わず渋滞が発生してしまった。近隣住民からは

渋滞を早く解消してほしいとの話が１件あった。今後は業者の意見を聞きながらどう

いった対応ができるか考えていきたい。 

（渋間委員）北京オリンピックで銅メダルを獲得した森重選手に対する県の対応の検討状況は

どうか。 

    ⇒（総務部長）北京オリンピックの出場選手への対応はこれからになる。メダルを獲

得した森重選手は山形県スポーツ大賞、出場選手はスポーツ栄光賞に該当すると思わ

れる。今後、対応していきたい。 

 

７ 次回議運開催日時 

  ３月８日（火）午前１０時 

 

８ 本日の開議時刻 

 ・議会運営委員会終了後、直ちに開議されることが決定された。 

 

９ ２月２５日（金）、２８日（月）及び３月１日（火）の開議時刻 

 ・２月２５日（金）、２８日（月）及び３月１日（火）の開議時刻は午前１０時と決定

された。 

 



議 会 運 営 委 員 会 協 議 事 項  

 

令和４年２月 22 日（火） 

午 前 10 時  

 

 

１ 議会運営委員会発議の意見書（案）について 

 

２ 発言通告及び質問要旨について 

 

３ 議事日程第２号、第３号、第４号及び第５号について 

 

４ 予算特別委員会の質疑者について 

 

５ 山形県議会定数等検討委員会及び新型コロナウイルス感染症対策特別委員会の 

開催について 

 

６ その他 

 

７ 次回議運開催日時 

  ３月８日（火）午前 10 時 

 

８ 本日の開議時刻 

 

９ ２月 25 日（金）、28 日（月）及び３月１日（火）の開議時刻 



発議第 号 

 

意 見 書（案） 

 

豪雪災害に対する支援の拡充を求める意見書 

 

今冬は、昨年末に強い寒気が流れ込んだことから大雪となり、その後も断続的な降

雪と低温により、県内の全ての観測地点で平年を大きく上回る積雪となっている。この

豪雪により、雪下ろし中の転落事故や屋根からの落雪などによる人的被害が２月21日現

在で死者９名を含む166名に及んでいるほか、建物への被害が発生するなど県民の日常

生活の維持及び経済活動に甚大な影響が生じている。また、果樹の枝折れ、畜舎や園芸

施設の倒壊等の農業被害も発生しており、今後の融雪期において更なる被害拡大が懸念

される。 

このため、本県では豪雪災害対策本部を、また、ほとんど全ての市町村で豪雪対策

本部等を設置し、雪害防止並びに道路の除排雪による幹線道路や生活道路の通行確保に

取り組んでいる。 

県においては道路除排雪予算の執行額が過去最大であった昨年度を上回っているほ

か、市町村においても数次にわたり補正予算を編成しながら対応せざるを得ない状況で

あるなど豪雪対策への財政負担は極めて大きくなっている。 

よって、国においては、こうした深刻な状況を踏まえ、下記の措置を講じられるよ

う強く要望する。 

記 

１ 県及び市町村の道路の除排雪に要する経費について十分な予算を確保し、迅速に追

加配分を行うこと。 

２ 被害を受けた農業施設等の再建及び今後の農業経営に対する支援を行うこと。 

３ 豪雪対策への特別な財政需要が発生していることから、特別交付税において十分な

財政措置を図ること。 

 

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 

 

令和 年 月 日 

 

衆 議 院 議 長   

参 議 院 議 長   

内 閣 総 理 大 臣   

総 務 大 臣  あて                                                                                                                             

財 務 大 臣   
農 林 水 産 大 臣   

国 土 交 通 大 臣   
内閣府特命担当大臣(防災)   

 

山形県議会議長  坂 本 貴美雄    

 
以上、発議する。 

 

  令和 年 月 日 

 

      提 出 者  山形県議会議会運営委員長  島 津 良 平    



 

 

発  言  通  告  及  び  質  問  要  旨 

 

令和４年２月定例会 代表質問  

月 日 
通告 

順序 

議席 

番号 
氏  名 主          意 答  弁  者 

２．25 

(金) 

１ 38 田 澤 伸 一 １ 副知事選任と特命補佐の任期について 

 

２ 東北公益文科大学の早期公立化について 

 

３ 福島県境部の新トンネル整備の要望につい

て 

 

４ 本県へのまん延防止等重点措置適用につい

て 

 

５ 県行政のデジタル化について 

 

６ 洋上風力発電実現に向けた県の考え方につ

いて 

 

 

７ 今後の感染症対策について 

 

８ 流域治水を踏まえた最上川の治水対策につ

いて 

 

９ 技術開発力の基礎となる本県の高等学校の

教育について 

 

10 サイバー攻撃に対する取締りについて 

知事 

 

知事 

 

知事 

 

 

知事 

 

 

みらい企画創造部長 

 

環境エネルギー部長 

産業労働部長 

県土整備部長 

 

健康福祉部長 

 

県土整備部長 

 

 

教育長 

 

 

警察本部長 

２ 26 髙 橋 啓 介 １ 新年度予算に対する知事の所感について 

 

２ 地方分権の推進について 

 

３ 職員の定年引上げにかかる検討状況につい

て 

 

４ デジタル化の推進について 

 

 

５ 医療・介護連携による在宅医療の推進につ

いて 

 

６ 夜間中学の設置について 

知事 

 

知事 

 

総務部長 

 

 

総務部長 

みらい企画創造部長 

 

健康福祉部長 

 

 

教育長 

 



1 

 

発  言  通  告  及  び  質  問  要  旨 

 

令和４年２月定例会 一般質問  

月 日 
通告 

順序 

議席 

番号 
氏  名 主          意 答  弁  者 

２．28 

(月) 

１ ８ 相 田 光 照 １ 福島～米沢間のトンネル整備の実現に向

けた政策について 

 

２ 若い世代が希望を持てる子育て環境の整

備について 

 

３ 今冬の積雪による農林水産被害への対応

について 

 

４ 特別支援学校における就労支援について 

知事 

みらい企画創造部長 

 

しあわせ子育て応援

部長 

 

農林水産部長 

 

 

教育長 

２ ６ 髙 橋   淳 １ コロナ感染拡大時における対応について 

 

２ デジタル技術を活用した広報の推進につ

いて 

 

３ 広域的な道路交通網の拡充と課題につい

て 

 

４ 雪に強い交通基盤の整備と雪道の安全対

策について 

 

５ 厳しさを増す水田農業をめぐる環境への

対応について 

 

６ 大豆の生産振興に向けた取組方向につい

て 

 

７ 東北公益文科大学の公立化と同大学への

期待などについて 

健康福祉部長 

 

総務部長 

 

 

県土整備部長 

 

 

県土整備部長 

 

 

農林水産部長 

 

 

農林水産部長 

 

 

知事 

 

 

  



2 

 

発  言  通  告  及  び  質  問  要  旨 

 

令和４年２月定例会 一般質問  

月 日 
通告 

順序 

議席 

番号 
 氏  名 主          意 答  弁  者 

２．28 

(月) 

３ 17 五十嵐 智 洋 １ 女性の正社員化について 

 

２ 県職員の定年引上げについて 

 

３ 会計年度任用職員の処遇改善について 

 

４ 県産米の消費拡大について 

 

５ 公立学校校長の女性登用について 

 

６ 雪を活かした観光誘客について 

副知事 

 

総務部長 

 

総務部長 

 

農林水産部長 

 

教育長 

 

観光文化スポーツ部

長 
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発  言  通  告  及  び  質  問  要  旨 

 

令和４年２月定例会 一般質問  

月 日 
通告 

順序 

議席 

番号 
氏  名 主          意 答  弁  者 

３．１ 

(火) 

１ 19 渋 間 佳寿美 １ 県と市町村との協議の場について 

 

２ 山形新幹線トンネル整備について 

 

３ 商工団体等と連携した中小企業支援につ

いて 

 

４ 県民参加の県政運営について 

 

 

５ 「水田活用の直接支払交付金」の見直しに

よる自給飼料の確保対策について 

 

６ 県立高等学校における特別支援教育につ

いて 

知事 

 

みらい企画創造部長 

 

産業労働部長 

 

 

環境エネルギー部長 

農林水産部長 

 

農林水産部長 

 

 

教育長 

２ 15  

 

青 木 彰 榮 １ カーボンニュートラル社会の実現に向け

た取組みについて 

 

２ 企業局における再生可能エネルギー活用

の取組みについて 

 

３ 高齢者への生活支援について 

 

４ 軽費老人ホーム・養護老人ホーム職員の処

遇改善について 

 

５ ポストコロナに向けた観光復活について 

 

 

６ 県立病院の新たな経営計画について 

 

７ 警察におけるデジタル化の推進について 

環境エネルギー部長 

 

 

企業管理者 

 

 

健康福祉部長 

 

健康福祉部長 

 

 

観光文化スポーツ部

長 

 

病院事業管理者 

 

警察本部長 
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発  言  通  告  及  び  質  問  要  旨 

 

令和４年２月定例会 一般質問  

月 日 
通告 

順序 

議席 

番号 
氏  名 主          意 答  弁  者 

３．１ 

(火) 

３ 28 加 賀 正 和 １ 新型コロナウイルスへの対応について 

 

 

 

 

 

２ 東北中央自動車道ミッシングリンク解消

による効果について 

 

３ 本県農業施策について 

 

４ 本県の雪対策について 

 

総務部長 

防災くらし安心部長 

産業労働部長 

観光文化スポーツ部

長 

 

農林水産部長 

県土整備部長 

 

農林水産部長 

 

みらい企画創造部長 

県土整備部長 

 

 

 



[議事日程第２号] 令和４年２月２２日（火）

採決方法

１ 〇 議会運営委員会

（議事日程第２号・第３号・第４号・第５号、その他）

＜　開　議　＞

　

２ ○ 議案上程

（議第１号から議第２８号までの２８件）

○ 常任委員長報告

   文　教　公　安　常任委員長

   厚　生　環　境　常任委員長

   農　林　水　産　常任委員長

   商工労働観光　常任委員長

   建　　　　　　設　常任委員長

   総　　　　　　務　常任委員長

○ 採決 　 簡　　易

（議第１号から議第２８号までの２８議案）

３ ○ 意見書案上程・採決 簡　　易

（発議第１号）

＜　散　会　＞

会　　議　　順　　序　　表

会　議　・　議　事　順　序



[議事日程第３号] 令和４年２月２５日（金）

採決方法

　 ＜　開　議　＞

１ ○ 議案上程

（議第２９号から議第６３号までの３５件）

○ 質疑及び一般質問（代表質問）

　３８番　　田　澤　伸　一　議員

　２６番　　髙　橋　啓　介　議員

＜　散　会　＞

会　議　・　議　事　順　序

会　　議　　順　　序　　表



[議事日程第４号] 令和４年２月２８日（月）

採決方法

　 ＜　開　議　＞

１ ○ 議案上程

（議第２９号から議第６３号までの３５件）

○ 質疑及び一般質問

　　８番　　相　田　光　照　議員

　　６番　　髙　橋　　　淳　議員

　１７番　　五十嵐　智　洋　議員

＜　散　会　＞

会　　議　　順　　序　　表

会　議　・　議　事　順　序



[議事日程第５号] 令和４年３月１日（火）

採決方法

　 ＜　開　議　＞

１ ○ 議案上程

（議第２９号から議第６３号までの３５件）

○ 質疑及び一般質問

　１９番　　渋　間　佳寿美　議員

　１５番　　青　木　彰　榮　議員

　２８番　　加　賀　正　和　議員

＜　散　会　＞

会　　議　　順　　序　　表

会　議　・　議　事　順　序



- 1 - 

議   事   日   程 （ 第 ２ 号 ） 

令和４年２月２２日(火) 午前１０時開議 

 

 

第 １   議第１号  令和３年度山形県一般会計補正予算（第９号） 

第 ２   議第２号  令和３年度山形県公債管理特別会計補正予算（第１号） 

第 ３   議第３号  令和３年度山形県市町村振興資金特別会計補正予算（第１号） 

第 ４   議第４号  令和３年度山形県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算（第１号） 

第 ５   議第５号  令和３年度山形県国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

第 ６   議第６号  令和３年度山形県小規模企業者等設備導入資金特別会計補正予算（第１号） 

第 ７   議第７号  令和３年度山形県土地取得事業特別会計補正予算（第２号） 

第 ８   議第８号  令和３年度山形県農業改良資金特別会計補正予算（第１号） 

第 ９   議第９号  令和３年度山形県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号） 

第 10   議第10号  令和３年度山形県港湾整備事業特別会計補正予算（第３号） 

第 11   議第11号  令和３年度山形県流域下水道事業会計補正予算（第３号） 

第 12   議第12号  令和３年度山形県電気事業会計補正予算（第２号） 

第 13   議第13号  令和３年度山形県工業用水道事業会計補正予算（第２号） 

第 14   議第14号  令和３年度山形県公営企業資産運用事業会計補正予算（第１号） 

第 15   議第15号  令和３年度山形県水道用水供給事業会計補正予算（第２号） 

第 16   議第16号  令和３年度山形県病院事業会計補正予算（第４号） 

第 17   議第17号  山形県手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

第 18   議第18号  山形県新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時基金条例の一部を改正す

る条例の制定について 

第 19   議第19号  緊急農村防災対策事業等に要する費用の一部負担について 

第 20   議第20号  道路事業（単独）に要する費用の一部負担について 

第 21   議第21号  急傾斜地崩壊対策事業に要する費用の一部負担について 

第 22   議第22号  一般県道余目松山線道路施設長寿命化対策事業庄内橋橋梁下部工事（Ｐ３）

請負契約の締結について 

第 23   議第23号  一般国道287号道路改築事業米沢北バイパス橋梁（仮称）桁製作架設工事請

負契約の一部変更について 

第 24   議第24号  一般県道白滝宮宿線道路改築事業橋梁上部工工事請負契約の一部変更につ 

いて 

第 25   議第25号  東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所及び同社福島第二

原子力発電所の事故に基づき生じた損害賠償の和解について 

第 26   議第26号  山形県体育館及び山形県武道館の指定管理者の指定について 

第 27   議第27号  権利の放棄について 

第 28   議第28号  交通事故に係る国家賠償請求事件及び損害賠償代位請求事件の和解について

の専決処分の承認について 

第 29   発議第１号 豪雪災害に対する支援の拡充を求める意見書 
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議   事   日   程 （ 第 ３ 号 ） 

令和４年２月２５日(金) 午前１０時開議 

 

 

第 １   議第29号 令和４年度山形県一般会計予算 

第 ２   議第30号 令和４年度山形県公債管理特別会計予算 

第 ３   議第31号 令和４年度山形県市町村振興資金特別会計予算 

第 ４   議第32号 令和４年度山形県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算 

第 ５   議第33号 令和４年度山形県国民健康保険特別会計予算 

第 ６   議第34号 令和４年度山形県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算 

第 ７   議第35号 令和４年度山形県土地取得事業特別会計予算 

第 ８   議第36号 令和４年度山形県農業改良資金特別会計予算 

第 ９   議第37号 令和４年度山形県沿岸漁業改善資金特別会計予算 

第 10   議第38号 令和４年度山形県林業改善資金特別会計予算 

第 11   議第39号 令和４年度山形県港湾整備事業特別会計予算 

第 12   議第40号 令和４年度山形県流域下水道事業会計予算 

第 13   議第41号 令和４年度山形県電気事業会計予算 

第 14   議第42号 令和４年度山形県工業用水道事業会計予算 

第 15   議第43号 令和４年度山形県公営企業資産運用事業会計予算 

第 16   議第44号 令和４年度山形県水道用水供給事業会計予算 

第 17   議第45号 令和４年度山形県病院事業会計予算 

第 18   議第46号 山形県職員等の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ 

いて 

第 19   議第47号 山形県手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

第 20   議第48号 山形県個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について 

第 21   議第49号 公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例の制定について 

第 22   議第50号 山形県青少年健全育成条例の一部を改正する条例の制定について 

第 23   議第51号 山形県国民健康保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例の制定につ 

いて 

第 24   議第52号 山形県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例の制定について 

第 25   議第53号 山形県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例の一部を改正する条例の制定について 

第 26   議第54号 山形県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について 

第 27   議第55号 山形県森林整備促進・林業等再生基金条例を廃止する条例の設定について 

第 28   議第56号 山形県空港管理条例の一部を改正する条例の制定について 

第 29   議第57号 山形県港湾整備事業特別会計条例の一部を改正する条例の制定について 



- 2 - 

第 30   議第58号  山形県立学校職員及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の定

数に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

第 31   議第59号 山形県県立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について 

第 32   議第60号 一般国道13号新庄金山道路工事用地の処分について 

第 33   議第61号 包括外部監査契約の締結について 

第 34   議第62号 別記各市町村と山形県との間の行政不服審査法第81条第１項に規定する機関

の権限に属させられた事項を処理する事務の委託に関する規約の制定につ 

いて 

第 35   議第63号 別記各一部事務組合及び広域連合と山形県との間の行政不服審査法第81条第

１項に規定する機関の権限に属させられた事項を処理する事務の委託に関す

る規約の制定について 

第 36   県政一般に関する質問 
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議   事   日   程 （ 第 ４ 号 ） 

令和４年２月２８日(月) 午前１０時開議 

 

 

第 １   議第29号 令和４年度山形県一般会計予算 

第 ２   議第30号 令和４年度山形県公債管理特別会計予算 

第 ３   議第31号 令和４年度山形県市町村振興資金特別会計予算 

第 ４   議第32号 令和４年度山形県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算 

第 ５   議第33号 令和４年度山形県国民健康保険特別会計予算 

第 ６   議第34号 令和４年度山形県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算 

第 ７   議第35号 令和４年度山形県土地取得事業特別会計予算 

第 ８   議第36号 令和４年度山形県農業改良資金特別会計予算 

第 ９   議第37号 令和４年度山形県沿岸漁業改善資金特別会計予算 

第 10   議第38号 令和４年度山形県林業改善資金特別会計予算 

第 11   議第39号 令和４年度山形県港湾整備事業特別会計予算 

第 12   議第40号 令和４年度山形県流域下水道事業会計予算 

第 13   議第41号 令和４年度山形県電気事業会計予算 

第 14   議第42号 令和４年度山形県工業用水道事業会計予算 

第 15   議第43号 令和４年度山形県公営企業資産運用事業会計予算 

第 16   議第44号 令和４年度山形県水道用水供給事業会計予算 

第 17   議第45号 令和４年度山形県病院事業会計予算 

第 18   議第46号 山形県職員等の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ 

いて 

第 19   議第47号 山形県手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

第 20   議第48号 山形県個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について 

第 21   議第49号 公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例の制定について 

第 22   議第50号 山形県青少年健全育成条例の一部を改正する条例の制定について 

第 23   議第51号 山形県国民健康保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例の制定につ 

いて 

第 24   議第52号 山形県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例の制定について 

第 25   議第53号 山形県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例の一部を改正する条例の制定について 

第 26   議第54号 山形県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について 

第 27   議第55号 山形県森林整備促進・林業等再生基金条例を廃止する条例の設定について 

第 28   議第56号 山形県空港管理条例の一部を改正する条例の制定について 

第 29   議第57号 山形県港湾整備事業特別会計条例の一部を改正する条例の制定について 
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第 30   議第58号  山形県立学校職員及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の定

数に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

第 31   議第59号 山形県県立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について 

第 32   議第60号 一般国道13号新庄金山道路工事用地の処分について 

第 33   議第61号 包括外部監査契約の締結について 

第 34   議第62号 別記各市町村と山形県との間の行政不服審査法第81条第１項に規定する機関

の権限に属させられた事項を処理する事務の委託に関する規約の制定につ 

いて 

第 35   議第63号 別記各一部事務組合及び広域連合と山形県との間の行政不服審査法第81条第

１項に規定する機関の権限に属させられた事項を処理する事務の委託に関す

る規約の制定について 

第 36   県政一般に関する質問 
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議   事   日   程 （ 第 ５ 号 ） 

令和４年３月１日(火) 午前１０時開議 

 

 

第 １   議第29号 令和４年度山形県一般会計予算 

第 ２   議第30号 令和４年度山形県公債管理特別会計予算 

第 ３   議第31号 令和４年度山形県市町村振興資金特別会計予算 

第 ４   議第32号 令和４年度山形県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算 

第 ５   議第33号 令和４年度山形県国民健康保険特別会計予算 

第 ６   議第34号 令和４年度山形県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算 

第 ７   議第35号 令和４年度山形県土地取得事業特別会計予算 

第 ８   議第36号 令和４年度山形県農業改良資金特別会計予算 

第 ９   議第37号 令和４年度山形県沿岸漁業改善資金特別会計予算 

第 10   議第38号 令和４年度山形県林業改善資金特別会計予算 

第 11   議第39号 令和４年度山形県港湾整備事業特別会計予算 

第 12   議第40号 令和４年度山形県流域下水道事業会計予算 

第 13   議第41号 令和４年度山形県電気事業会計予算 

第 14   議第42号 令和４年度山形県工業用水道事業会計予算 

第 15   議第43号 令和４年度山形県公営企業資産運用事業会計予算 

第 16   議第44号 令和４年度山形県水道用水供給事業会計予算 

第 17   議第45号 令和４年度山形県病院事業会計予算 

第 18   議第46号 山形県職員等の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ 

いて 

第 19   議第47号 山形県手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

第 20   議第48号 山形県個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について 

第 21   議第49号 公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例の制定について 

第 22   議第50号 山形県青少年健全育成条例の一部を改正する条例の制定について 

第 23   議第51号 山形県国民健康保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例の制定につ 

いて 

第 24   議第52号 山形県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例の制定について 

第 25   議第53号 山形県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例の一部を改正する条例の制定について 

第 26   議第54号 山形県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について 

第 27   議第55号 山形県森林整備促進・林業等再生基金条例を廃止する条例の設定について 

第 28   議第56号 山形県空港管理条例の一部を改正する条例の制定について 

第 29   議第57号 山形県港湾整備事業特別会計条例の一部を改正する条例の制定について 
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第 30   議第58号  山形県立学校職員及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の定

数に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

第 31   議第59号 山形県県立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について 

第 32   議第60号 一般国道13号新庄金山道路工事用地の処分について 

第 33   議第61号 包括外部監査契約の締結について 

第 34   議第62号 別記各市町村と山形県との間の行政不服審査法第81条第１項に規定する機関

の権限に属させられた事項を処理する事務の委託に関する規約の制定につ 

いて 

第 35   議第63号 別記各一部事務組合及び広域連合と山形県との間の行政不服審査法第81条第

１項に規定する機関の権限に属させられた事項を処理する事務の委託に関す

る規約の制定について 

第 36   県政一般に関する質問 

 

 



月　　日

自由民主党 遠　藤　寛　明 委員

県政クラブ 梅　津　庸　成 委員

自由民主党 柴　田　正　人 委員

自由民主党 森　谷　仙一郎 委員

無　所　属 山　科　朝　則 委員

自由民主党 楳　津　博　士 委員

県政クラブ 石　黒　　　覚 委員

自由民主党 舩　山　現　人 委員

３月４日（金）

３月７日（月）

【備考】質疑時間：60分（答弁含む）

予算特別委員会の質疑者一覧表

令和４年２月定例会

質　　疑　　者（質疑順）

３月３日（木）



山形県議会定数等検討委員会の開催について(案)

開催日時

令和4年2月25日

2 場所

議会運営委員会室

(金) 代表質問終了後

(午後 1時30分目途)

3 調査事件

山形県議会議員の定数及び選挙区等について



新型コロナウイルス感染症対策特別委員会の開催について(案)

開催日時

令和4年3月7日(月)

2 場所

予算特別委員会室

予算特別委員会終了後

(午後1時30分頃から 1時間程度)

3 調査事件

新型コロナウイルス感染症対策等について

4 内容

山形大学医学部付属病院検査部部長森兼啓太氏からの意見聴取



可動式ディスプレイを使用した予算特別委員会の質疑について(試行)

予算特別委員会は、言論による質疑を基本としながら、現行においても写真

やグラフなどの画像資料を補助的に活用し、質疑を行っている。

この度、議会におけるデジタル化の一環として、可動式ディスプレイ(以下

「ディスプレイ」という。)を使用した質疑を試行し、より分かりやすく、よ

り説得力のある質疑の実現を目指す。

日

2

時

場所

令和4年3月3日(木) 13:00~(予定)予算特別委員会1日目

予算特別委員会室

3 実施者

4 方法

県議会デジタル化推進会議柴田正人委員

山質疑者席付近にディスプレイを3台設置し、静止画(音声

を除く。)を表示する。

②デイスプレイの端末操作は質疑者自ら又は予算特別委員

会委員の協力を求め行う。

(3)試行を踏まえ、議員等にアンケートを実施のうぇ、ルール

づくりや課題等をさらに整理し、山形県議会デジタル化推

進会議で検討する。

・前回試行(12月定例会)における議員アンケートを踏まえて、
ディスプレイ設置台数・場所を見直して再度実施するもの
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保育所・認定こども園

・幼稚園（17件）

29.8%

小学校（11件）

19.3%

中学校（1件）

1.8%

高校(6件）

10.5%

高齢者施設（10件）

17.5%

障がい者施設（2件）

3.5%

事業所（8件）

14.0%

病院（1件）

1.8%

その他（1件）

1.8%

県内第６波におけるクラスター確認状況（件数）（２月17日現在）

保育所・認定こども園

・幼稚園（338人）

39.6%

小学校（142人）

16.6%

中学校（6人）

0.7%

高校（107人）

12.5%

高齢者施設（159人）

18.6%

障がい者施設（24人）

2.8%

事業所（64人）

7.5%

病院（9人）

1.1%
その他（5人）

0.6%

県内第６波におけるクラスター確認状況（感染者数）（２月17日現在）

※感染者数には、家族等の２次感染者は含まない

※端数処理の関係で合計が100%にならない場合がある

合計：57件

合計：854人

※端数処理の関係で合計が100%にならない場合がある
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山 形 県
再拡大(リバウンド)防止

特別対策期間

令和４年２月２１日(月)～３月６日(日)

再拡大(リバウンド)防止特別対策の基本的な考え方

✔ まん延防⽌等重点措置終了後の感染の再拡⼤（リバウンド）
を防ぐため、

✔ 第６波でクラスターが多数確認された保育施設や学校、高齢者
施設等の感染防⽌対策を補強

✔ 県内の感染状況・オミクロン株の特徴を踏まえた感染防⽌対
策を追加

✔ 感染状況を注視しながら、感染対策と経済回復の両⽴を図る
ため、経済活動の制限に係る要請内容等を⾒直し

(飲⾷店への営業時間短縮要請終了、冬割キャンペーンの全県再開）

✔ 高齢者施設等における接種促進やエッセンシャルワーカーの
優先接種など、ワクチンの３回目接種を加速
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県民の皆様へのお願い

協⼒要請の内容（特措法第24条第9項）

外
出
・

移
動 ○混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・移動は控えてください。

県
外
と
の
往
来

○不要不急の往来は控えてください。※ビジネス、通学、通院、受験等は除く。
○移動する場合は、移動先の感染状況の把握に努め、基本的な感染防止対
策の徹底や、事前・事後に無料のPCR等検査を活用するなど、「うつら
ない」、「うつさない」⾏動を徹底してください。

会

食

○１グループの人数制限はありませんが、１テーブル４人以下で感染防止
対策を徹底して⾏ってください。※結婚式など冠婚葬祭を含む

○お酌はせず、⻑時間にならないようにしてください。
○職場での昼食や休憩中の飲食等を含め、黙食を基本とし、会話をする際
は、マスクの着用を徹底してください。

○都道府県の認証施設など感染防止対策が講じられた施設を利用してくだ
さい。

県民の皆様へのお願い

協⼒要請の内容（特措法第24条第9項）

感
染
防
止
対
策
等

○不織布マスクの着用や、こまめな⼿洗い、消毒、ゼロ密（密閉、密集、
密接の全てを避ける）、換気の励⾏など基本的な感染防止対策を徹底
してください。

○家庭内においても室内を定期的に換気するとともに、こまめな⼿洗いを
⾏い、家族間の感染防止対策を徹底してください。

○ワクチンの効果は、時間の経過とともに低下してきます。ご自身のため
にも、できるだけ早く３回目の接種を受けていただくようお願いいたし
ます。

○発熱・咳など、少しでも体調が悪い場合は、外出や移動を控え、事前に
医療機関に連絡し、受診してください。

○無症状でも感染に対する不安を感じる場合は、無料のPCR等検査を受け
てください。
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学校等へのお願い

協⼒要請の内容（特措法第24条第9項）

県
立
学
校

依然、若年層に感染者が多発していることから、
「県内全域・短期集中」で感染防止対策を改めて徹底・強化

部
活
動
等

○原則、活動を自粛（全国大会出場を除く）
ただし、各地域の感染状況によっては、学校医等の助言を得た上で、一定の
制約のもと活動を可能とする。(自校内の活動、土日祝日の活動を停止、
マスクを着用してできる活動に限定 など）

※ワクチン未接種の児童が多い小学校において、クラスターが多発し
ていることから、スポーツ少年団活動については活動停止を要請

学
習
活
動

○校外活動を実施するにあたっては、感染防止対策を徹底
※県外への移動は自粛

○感染のリスクが高い学習活動は停止
（合唱やリコーダー演奏、近距離で組み合う運動 など）

○登校前の健康観察の徹底を改めて周知
（風邪症状等がある場合、登校を控え医療機関の受診を促す）
※ 特に、オミクロン株の特性を踏まえ、熱はなくとも咽頭痛(のどの痛

み)、鼻汁などの症状がある場合は、登校を控えることを徹底

学校等へのお願い

協⼒要請の内容（特措法第24条第9項）

県
立
学
校

○登下校時もマスク着用を徹底
○換気対策の徹底（改めて室内のCO2濃度・室温の変化を測定、換気⽅法を改善）
○学校等での給食や昼食は黙食を基本とし、会話をする時はマスク着用を徹底
○地域の感染状況等を踏まえ、時差登校やオンライン学習を組み合わせた

ハイブリッドな学習形態の実施を検討
○受験等で県外に移動する場合、無料のＰＣＲ等検査の活用を推奨
○教職員の３回目のワクチン接種を積極的に促進
○感染者・濃厚接触者が発生した際は、

・学校⻑が一時的な学校閉鎖などをした上で「新型コロナ対策学校等⽀
援タスクフォース」等の助言を受け、速やかに休業等の対応を実施

・児童生徒の学びの保障に配慮し、オンライン学習を推進、時差登校等
を検討

※ 小中学校等市町村立学校や私立学校についても、同様の対応を要請
6



学校等へのお願い

協⼒要請の内容（特措法第24条第9項）

大
学
等

○学生や教職員等に対し、飲食を伴う⾏事等を開催する場合は、都道府県
の認証施設などの感染防止対策が講じられた施設を利用し、短時間の開
催とし、会話をする際はマスク着用を徹底するよう求めてください。

○部活動やサークル活動、課外活動、学生寮における感染防止対策等につ
いて、学生や教職員等に注意喚起を徹底してください。特に、部活動等
における感染リスクの高い活動については、制限又は自粛を検討してく
ださい。

○学内での⾏事は、人と人との間隔を⼗分に確保するなど、適切な開催⽅
法を検討してください。

○感染防止対策の徹底と面接授業・遠隔授業の効果的活用等により、学生
の学修機会を確保してください。

○学生や職員の⽅は早めに３回目のワクチン接種を受けてください。

保育所や保護者の皆様等へのお願い

協⼒要請の内容（特措法第24条第9項）

保
育
所
・認
定
こ
ど
も
園
・幼
稚
園
等

○県独自の「新型コロナウイルス感染症対策マニュアル」を参照し、感染
防止対策を徹底してください。

○保健衛生用品等の購入に係る補助を活用してください。
○感染の早期発⾒や事業継続に向けて、保育所等に配布している抗原定性
検査キットやPCR検査キットを活用してください。

○感染リスクが高い活動を避けるとともに、児童をできるだけ少人数グル
ープに分割するなど、感染を広げない形で保育等を実践してください。

○保護者が参加する⾏事の延期等を含めて、大人数での⾏事は自粛してく
ださい。
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保育所や保護者の皆様等へのお願い

協⼒要請の内容（特措法第24条第9項）

保
護
者

○毎日、登園前にお子さんの健康観察（発熱、のどの痛み、鼻水などの風
邪症状の有無の確認）を必ず⾏ってください。

○発熱等の症状がある場合は登園を避けてください。
○家庭内や周囲の⽅の発熱や呼吸器症状など健康状態にも留意してください。
○お子さんや御家族に気になることがある場合は保育所等に連絡してくだ
さい。

○保育所等での感染拡大防止に向け、市町村や園からの感染防止対策の
要請・依頼について、御理解と御協⼒をお願いします。

市
町
村

○社会機能を維持するため、感染予防に最大限配慮しつつ、原則開所する
ようお願いします。

○臨時休園の判断を⾏うにあたっては、保育の必要な⽅に対する保育が継
続して実施されるよう配慮（代替保育等）をお願いします。

○保育士等への３回目ワクチン優先接種に御配慮をお願いします。

高齢者施設・障がい者施設へのお願い

協⼒要請の内容（特措法第24条第9項）

高
齢
者
施
設
・障
が
い
者
施
設

○換気、マスクの着用、消毒等、厚生労働省が策定した「介護現場におけ
る感染対策の⼿引き」、「障害福祉サービス施設・事業所職員のための
感染対策マニュアル」等に基づく対応を徹底してください。
※チェックリストを提供しますので活用してください。

○複合型施設では、施設入所者と通所サービス利用者の動線を可能な限り
分離する、入所系職員と訪問・通所系職員とで休憩室利用時間を分離す
るなど、感染リスクを極⼒減らしてください。

○利用者や従事者に感染者が発生した場合に備え、BCP（業務継続計画）
及び初動対応を再確認するとともに、必要物資の備蓄に務めてください。

○利用者や従事者の⽅は早めに３回目のワクチン接種を受けてください。

＜施設内で感染者が確認された場合の⽀援＞
○抗原定性検査キット等による感染者の早期探知
○感染症専門班（医師・認定看護師）の介入による感染拡大防止指導
○職員が不⾜した場合の相互応援ネットワークの活用
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事業者の皆様へのお願い

協⼒要請の内容（特措法第24条第9項）

感
染
防
止
対
策
等

○業種別の感染拡大予防ガイドライン遵守を徹底してください。
○就業前の健康チェックなど、従業員の健康管理を徹底してください。
○テレワーク、時差出勤、オンラインの活用等により、出勤者数の削減な
ど、人との接触を低減する取組みを進めてください。

○ドアノブ、⼿すり、スイッチ、トイレ、洗面所などの共用部分をこまめ
に消毒してください。

○体調が優れない⽅や、妊婦、子どもの養育等が必要な⽅への休暇取得や
在宅勤務(テレワーク)、時差出勤などの就業上の配慮を⾏ってください。

○従業員に感染者や濃厚接触者が多数発生した場合に備え、自社等のBCP
(事業継続計画)の作成・点検を進めてください。

○厚生労働省の「小学校休業等対応助成⾦」を活用するなどして、子ども
が登校・登園できない場合に従業員が安心して休暇を取得できる環境を
整えてください。

○従業員の⽅へ３回目のワクチン接種をできるだけ早く受けるよう促して
ください。

イベント主催者等の皆様へのお願い（特措法第24条第9項）

収 容 定 員 大 声 な し 大 声 あ り

１万人超
収容定員の半分まで

※ 感染防止安全計画を策定
した場合、収容定員まで

収容定員の
半分まで

5,000人超
～ １万人

5,000人まで
※ 感染防止安全計画を策定

した場合、収容定員まで

5,000人以下 収容定員まで

次の人数上限に沿ったイベントの開催をお願いします。

※ 「⼤声」︓観客等が通常よりも⼤きな声量で反復・継続的に声を発すること
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その他の対策

ワクチン接種
（一部再掲）

○市町村と連携し、高齢者施設等の利用者及び従事者に対する
ワクチンの３回目接種を速やかに実施

○教職員、保育士、警察官、消防職員など、地域における社会
機能を維持するために必要な事業に従事する者に対する優先
的なワクチンの３回目接種を推進

県有施設 ○県有施設の臨時休館や利用制限等を実施

やまがた冬割
キャンペーン

○２月21日(月)以降は、全ての区域の宿泊割引を再開
なお、旅のエチケットを守りながら、感染防止対策を徹底

○隣県の県⺠割については、当面の間、停止

10



山形県新型コロナウイルス
感染症拡大防止協力金

※この協力金は「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用した事業です。

令和４年２月２８日（月） ～ 令和４年３月３１日（木）まで

（当日消印有効、締切厳守）

※申請受付期間を過ぎた場合、受付できませんので、あらかじめご承知おきください。

申請受付期間

山形県

協力金について

山形県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、「ま
ん延防止等重点措置」の期間内に、重点措置区域内の飲食店等に対し
て、営業時間短縮等の要請をしました。

要請の対象となる店舗を営み、要請に全面的にご協力いただいた事
業者の皆様に対して、「山形県新型コロナウイルス感染症拡大防止協
力金」を支給します。

支給額について

【支給額の算定方法】
「1日当たりの協力金の額」× 「時短営業（休業を含む）した日数」

【1日当たりの協力金の額】
≪認証店の場合 …最低４万円～最大11万円≫ 

前年又は前々年の１日当たりの飲食業売上高の４割＋１万円

≪非認証店の場合…最低３万円～最大10万円≫ 
前年又は前々年の１日当たりの飲食業売上高の４割

※大企業の場合、1日当たりの飲食業売上高減少額の４割（最大20万円）

山形県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金コールセンター

℡ ０１２０－２９７１４６（通話料無料）

＜受付時間＞※令和４年２月２１日（月）から開設

月曜日から金曜日まで（祝日を除く） 午前９時から午後６時まで

協力金のお問合せ先



申請方法

郵送での申請となりますので、以下の宛先に必要書類を郵送ください。

○山形県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局
〒983-8799
仙台東郵便局留め
（宮城県仙台市宮城野区苦竹３－５－１ＤＮＰ内）

なお必要書類の詳細などについては、以下のホームページ又は
このチラシ表面に記載のお問合せ先にて、ご案内しています。

■山形県ホームページ
「山形県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について」

山形県協力金 検索

対象となる店舗について

協力金の支給対象となるのは、以下の条件を全て満たす店舗です。

１ 時短要請の対象地域にあること
２ 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、

営業の実態があり、協力金の申請時点で営業を継続していること
３ 時短要請の全ての期間（準備期間を除く）において、時短営業（休業を含む）

したこと
（認証店は午前5時から午後9時まで又は午前5時から午後8時までの時短営業、

非認証店は午前5時から午後8時までの時短営業）
４ 同一テーブルへの案内は、４人以内に限ったこと
５ 「営業時間短縮のお知らせ」、「休業のお知らせ」又はこれに準ずるものを

店先等に掲示したこと
６ 要請の対象となる店舗を複数営む場合には、その全ての店舗において、

要請に全面的に協力したこと

対象地域 山形市、庄内地域 米沢市、高畠町 天童市

対象期間

令和４年
１月２７日（木）から

２月２０日（日）まで

準備期間あり※

令和４年
２月３日（木）から

２月２０日（日）まで

準備期間あり※

令和４年
２月９日（水）から

２月２０日（日）まで

準備期間あり※

【参考】要請の対象地域と期間

※ 準備等、やむを得ない事情がある場合は、時短営業開始までの準備期間が
ありますので、ホームページや申請の手引き等をご確認ください。
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令和４年２月２２日 

防災くらし安心部 

今冬の雪による被害状況等について 
（２月 21 日（月）12 時まとめ） 

 

Ⅰ 積雪の状況  

 積雪深及び累年平均最大積雪深等(2/21 12 時現在、単位：cm） 

地点名 
酒

田 

櫛

引 

狩

川 

新

庄 

向

町 

金

山 

肘

折 

尾 
花 
沢 

大
井
沢 

左

沢 

山

形 

長

井 

小

国 

米

沢 

積雪深  24  79 122 132 139 144 281 152 273 91 73 113 204 132 

平年値 
（2/21 時点） 

6 41 48 95 101 106 276 113 216 48 23 71 133 68 

累年平均 

最大積雪深※ 
32 80 78 128 135 136 324 155 257 78 52 106 172 102 

   ※過去３０年における各年の最大積雪深の平均値 

 

Ⅱ 被害状況（速報値）        

１ 人的被害                                （人） 

原因 死者 重傷者 軽傷者 程度不明 計  
（参考） 

昨年2/21まで 

の被害件数 

転 落   ３ ６５ ３２      １００   ９６ 

落 雪   ２   ５ １３     ２０   ２８ 

除雪時転倒   １５ １６   ３１   ４６ 

除 雪 機   ２   ３  １      ６   １１ 

な だ れ    １          １   

そ の 他    １   ２   ５        ８    ３ 

計   ９ ９０ ６７    １６６  １８４ 

（参考）        
昨年2/21まで 

の被害件数 
 １３ ８７ ８４   １８４   

 

２ 建物被害                               （棟） 

 
住 家 非住家 

全壊 半壊 
一部 
破損 

床上 
浸水 

床下 
浸水 

計 全壊 半壊 計 

被害棟数  １  １２   １３ ２９  １０ ３９ 

（参考）          

昨年2/21まで 

の被害件数   ３  ２ ４７    １ ５３ ５１  １１ ６２ 
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Ⅲ 県及び市町村の対応状況 

１ 県及び市町村の豪雪対策本部の設置状況 

 【県】 

・山形県豪雪災害対策本部（R4.1.19 設置） 

・村山総合支庁豪雪対策本部（R4.1.19 設置） 

・最上総合支庁豪雪対策本部（R4.1.19 設置） 

・置賜総合支庁豪雪対策本部（R4.1.17 設置） 

・庄内総合支庁豪雪対策本部（R4.2.5 設置） 

 【市町村】（３０市町村） 

村山地域 （12 市町/14 市町） 

山形市 天童市 山辺町 中山町 寒河江市 河北町 

西川町 朝日町 大江町 村山市 尾花沢市 大石田町 

最上地域 （８市町村/８市町村） 

新庄市 金山町 最上町 舟形町 真室川町 大蔵村 

鮭川村 戸沢村     

置賜地域 （７市町/８市町） 

米沢市 南陽市 高畠町 川西町 小国町 白鷹町 

飯豊町      

庄内地域 （３市町/５市町） 

鶴岡市 酒田市 庄内町     

 

２ 県民への注意喚起 

山形県雪下ろし・落雪事故防止注意喚起情報 

 発表日 地  域 

第１号 12/19 庄内地域 

第２号 12/27 東南村山・西村山地域 

第３号 12/28 (追加)置賜地域、庄内地域、(継続)東南村山・西村山地域 

第４号 1/1 最上・北村山地域 

第５号 1/2 東南村山・西村山地域、置賜地域 

第６号 1/4 (追加)最上・北村山地域、庄内地域、(継続)東南村山・西村山地域、置賜地域 

第７号 1/19 (追加)東南村山・西村山地域、庄内地域、（継続）最上・北村山地域、置賜地域 

第８号 1/31 (追加)置賜地域、（継続）最上・北村山地域、庄内地域 

第９号 2/17 庄内地域 

※ 過去５年の発表回数 

 平成２８年度 １６回   平成２９年度  １８回  平成３０年度  ９回 

  令和元年度   １回  令和２年度   ３回 

 

Ⅳ 政府に対する要望 

〇県市長会及び県町村会とともに、関係省庁に対し「豪雪災害に関する緊急要望」を実施 

                               （令和４年２月７日） 


